
表２－① 高校生の権利の理解状況（回答分布）

（資料出所） 佐藤博樹・高橋康二「労働のセーフティネットを使いこなすためには何が必要か－労働者の権利に関する理解に着目して－」（『若年者の就業行動・意識と少子
高齢社会の関連に関する実証研究（平成16年総括研究報告書）』、厚生科学研究費補助金政策科学推進研究事業、2005）
注：網掛けは正答、下線は誤答

・ 高校生の権利の理解状況は、高い方から、残業手当、最低賃金、アルバイト有給休暇、ア
ルバイト労働組合の順となっている。
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労働基準法アルバイトは有給休暇を認められない

最低賃金法働く人は必ず一定以上の時給をもらえる

労働基準法残業したら残業手当を要求できる

憲法、労働組合法アルバイトでも労働組合を作れる

根拠となる法律

２．高校生の理解状況

（単位％、Nは実数）

（資料出所） 佐藤博樹・高橋康二「労働のセーフティネットを使いこなすためには何が必要か－労働者の権利に関する理解に着目して－」（『若年者の就業行動・意識と少子
高齢社会の関連に関する実証研究（平成16年総括研究報告書）』、厚生科学研究費補助金政策科学推進研究事業、2005）
注： （ ）はN。理解度得点は、それぞれの設問について正答であれば1点を与えて４つの設問の合計点を求めたもの。
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表２－② 高校生の権利の理解度得点 （４点満点）

表１－④ 労働者の権利の理解度 （2007年調査）

認知割合

雇われて働いている人は申し出ることに、原則として子が１歳に達するまでの間、育児休業をする
ことができる。

雇われて働いている人は、誰でも労働組合を作ることができる

雇われて働いている人は、年間一定日数の有給休暇を請求できる

雇われて働いている人は、法定労働時間を超えて残業した場合は、割増賃金を請求できる

人を雇う時には、必ず一定以上の時間給を支払う必要がある

失業しても、ハローワークに行って自分で手続をしなければ、失業手当はもらえない
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（資料出所） 連合総合生活開発研究所「第13回勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート調査」（ 2007年実施）

（参考）再掲

・ ①男女別では男子が、②学科別では普通科及び工業科の生徒が、相対的に理解度が高い。

・ 進路別では、進学者と比べて就職者の方が権利の理解度が低い。就職者の中では、理解度
の高い方から、「正社員内定」、「正社員未内定」、「フリーター、未定」の順となっている。

・ 「正社員内定」の者の中では、①就職先企業規模別では、理解度の高い方から、「大企業」、
「中企業」、「小企業」、「公務員」の順となっており、②満足度別では不満が高まるに連れて、理
解度が低くなっている。
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図② 高校生の進路別、権利の理解状況

（資料出所） 佐藤博樹・高橋康二「労働のセーフティネットを使い
こなすためには何が必要か－労働者の件に関する理解
に着目して－」（『若年者の就業行動・意識と少子高齢社
会の関連に関する実証研究（平成16年総括研究報告
書）』、厚生科学研究費補助金政策科学推進研究事業、
2005）
注１： （ ）はN
注２： 「就職先企業規模」および「就職先満足度」は、

正社員内定者のみ
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図① 高校生の男女別、学科別、権利の理解状況
（４点満点）



・ 高校のランクが高いほど権利の理解度が高く、学内成績が高いほど権利の理解度が高い。

・ アルバイト経験の有無で、権利の理解度にほとんど差がみられない。（ただし、高校のランク
とアルバイト経験が強く相関しており、アルバイト経験によって労働者の権利の理解度が向上し
ていたとしても、その向上分が「学力の低さ」によって相殺されている可能性が否定できない。）
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図③ 高校生の学力別、権利の理解状況
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（資料出所） 佐藤博樹・高橋康二「労働のセーフ
ティネットを使いこなすためには何が必要か
－労働者の権利に関する理解に着目して
－」（『若年者の就業行動・意識と少子高齢
社会の関連に関する実証研究（平成16年
総括研究報告書）』、厚生科学研究費補助
金政策科学推進研究事業、2005）

注１： （ ）はN
注２： 高校のランク
上位校 ：4年生大学進学率 70%以上
中～上位校： 〃 40%以上70%未満
中位校 ： 〃 20%以上40%未満

中～下位校： 〃 10%以上20%未満
下位校 ： 〃 10%未満

注３： 学内成績 「高校でのあなたの今の成績はど
のくらいですか」に対する5段階の回答
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図④ 高校生のアルバイト経験と権利の理解状況 図⑤ 高校のランクとアルバイト経験
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